
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 2019 国人勧では、2020 年４月から住居手当の見直しの勧告を行った。国人勧での住

居手当見直しの内容は、①国家公務員宿舎の使用料の上昇を考慮して、手当の支給対象

となる家賃額の下限を4,000円引き上げる、②改定により生ずる原資を用いて、最高支

給限度額を1,000円引き上げる、③手当額が2,000円を超える減額となる職員には１年

間の経過措置を設ける（2,000円を超える減額相当分につき補填を予定）もの。 

 見直しの概要は右図の

とおり。 

 国人勧の問題は、家賃

額61,000円以上の層は、

最大1,000円の引上げに

過ぎず、家賃額 58,000

円以下の層では軒並み

2,000 円台の引き下げと

なることだ。 

 右表は、家賃月額の詳細な影響額の試

算と当県の構成比（2018 年度地公共闘調査

結果を基に試算）だ。この数値を見る限り、

国人勧と同じ見直しとなった場合、６割

超が引き下げの対象となり、その多くが

2,000円の引き下げの影響を受ける（さらに経過措置の対象者も僅少）。一方で、見直しによ

る引上げ対象は４割弱。この見直しが強行されれば、賃金水準が低い若年層の影響はも

とより、あらゆる年代への影響も計り知れない。 

 国人勧は国家公務員宿舎料の見直しを踏まえたこと、住居手当の原資配分で見直しを

したものであり、この人勧は官民較差解消（2019国人勧でも民間が公務員より住宅手当が3,000

円高い）という本来の趣旨から乖離した「まやかし」の改定といえる。 

 しかし、昨年度までの県人事委員会での交渉では「国が住居手当の引き上げを行えば、

県も引上げを検討する余地がある」と示していることからも、安易に国と同様の勧告を

することへの警戒が必要だ。「まやかし」の国追随の住居手当見直しではなく、家賃高

騰や自己負担解消の観点での県独自の改善勧告を求めていかなければならない。 

区分 手当額

12千円超～23千円 家賃額－12,000円

23千円超～55千円 （家賃額－23,000円）／２＋11,000円

55千円超 27,000円

区分 手当額

16千円超～27千円 家賃額－16,000円

27千円超～61千円 （家賃額－27,000円）／２＋11,000円

61千円超 28,000円

現行

改定後

【事例１】月額家賃45,000円の場合
　　○現行＝（45,000円‐23,000円）／２＋11,000円
　　　　　⇒２２，０００円　…（A）
　　○改定後＝（45,000円‐27,000円）／２＋11,000円
　　　　　⇒２０，０００円　…（B)
　　　（B）－（A）＝▲２，０００円（引き下げ）
【事例２】月額家賃60,000円の場合
　　○現行＝27,000円（上限）　…（A）
　　○改定後＝（60,000円‐27,000円）／２＋11,000円
　　　　⇒27,500円　…（B)
　　　（B）－（A）＝＋５００円（引き上げ）

※１　家賃月額59,200円以上の場合に引き上げ対象も、
58,000円台以下は引き下げ対象に。
※２　経過措置（▲2,000円以上）対象は15,000円台～
26,000円台にとどまる。

家賃月額 影響額
15,000～23,000円 ▲2,100～▲4,000円 0.5%
23,000～27,000円 ▲2,100～▲3,900円 0.3%
26,900～55,100円 ▲2,000円 47.2%
55,200～57,100円 ▲1,000～▲1,900円 7.1%
57,200～58,900円 ▲100～900円
59,000～59,100円 ±０

59,200～60,900円 100～900円 7.1%
61,000円～ 1,000円 29.8%

8.0%

引き下げ
63.1%

引き上げ
36.9%

構成比
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前。「大型ハガキ」

は書きましたか？
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し改善勧告を強く

求めていこう。 



 
 
 
 
 
 

 

 県議会議員選挙も終盤となりました。県職労推薦候補

者は、各選挙区で遊説し、働く方の処遇改善を含めて懸

命に訴えています。 

 各選挙区とも大激戦の様相となっており、いまだ確実

な当選圏内となっておらず、最後までの組合員・家族・

友人の支持拡大が必要となっています。   

 推薦県議は、2015年度からの４年間、①県職員の欠員

解消と専門職種の処遇改善、②高齢層職員の勤務意欲確

保策の充実、③児童相談所体制の強化をはじめ、県職労

組合員が抱える課題を県議会の場で訴え、徐々に改善を

実現させてきました。直近

では、2020 年４月導入の会

計年度任用職員制度の創設

に伴い、臨時・非常勤職員

の処遇改善を訴えてきました。 

 推薦候補が当選すれば、県職労

課題をより多く県政の場で意見反

映できるだけでなく、県職員の勤

務労働条件は条例で決定されるこ

とから、県議会の場での意見反映

を通して県職員の勤務・労働条件

の改善にもつながります。 

 推薦候補者全員の当選で、県議

会での一定の影響力を持ち、県職労はもとより、県内の働く方

の立場に立った県政を実現することもできます。 

 残るは５日ですが、十分に巻き返しは可能です。組合員の皆

さんに「１日１人の友人・知人に声掛けをする」１日１行動を要請します。携帯電話で

友人・知人に広げられる方はいませんか。ご家族や親せきに話をしませんか。１人１日

１行動で情勢を変え、確実に当選に押し上げましょう。組合員の皆さんの最後までの取

り組みへの結集を要請します。 

 

 

 

 

盛岡）小西和子さん 

北上）佐藤ケイ子さん 

奥州）佐々木ゆみこさん 


